
猪名川町地域公共交通会議

猪名川町マスコットキャラクター
「いなぼう」

平成２２年３月２６日 猪名川町地域公共交通会議 設置

令和４年３月２９日 猪名川町地域公共交通計画 策定
（計画期間：令和４年４月～令和９年３月）

令和６年７月３１日 猪名川町地域公共交通計画 改訂
（計画期間：令和４年４月～令和１３年３月）

令和６年度地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価
（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金 及び

地域旅客運送サービス継続推進事業 に基づく事業） 概要

猪名川町地域公共交通会議 資料５



地域の特性・交通の現状・将来像について１

【地域の特性】

・ 町域は南北に細長い形状（面積：90.33k㎡）

（町域の８割が山林、南部に都市機能が集中。）

・ 兵庫県と大阪府の県境に位置。人口約２万８千人。

【地域交通の現状】

・ 利用者の減少による路線バスの一部区間の休止・

廃止・減便を余儀なくされ、移動手段の確保に伴う、

公費負担の増大等が喫緊の課題。

【将来像】

・ 「乗継拠点」を設け、「広域基幹交通」・「町内

基幹交通」・「生活交通」に機能分類し、接続性

を高めたネットワークを形成。※交通空白地なし

利用者数 財政負担額

基準値
（Ｒ元年）

19,279人 ー

現状値
（Ｒ５年）

集計中 6,120万円

目標値
（Ｒ１２年）

13,389人 7,710万円



具体的な取組内容について２

【目標達成に向けた主な取組内容】 ◆：フィーダー系統 ★：旅客運送サービス

◆キャッシュレス決済サービス導入
（割引制度）

◆利用環境・利便性 ◆見直し・改善

・ 本格運行から、利用促進施策として顔認

証決済システムを活用した利用回数割引・

小人割引や障がい者割引を導入するなど

の利用促進策を導入。

・顔認証決済システム廃止に伴いキャッシュ

レス端末を導入。１０％割引実施。

・ 運営主体であるネッツトヨタ神戸(株)が、

主な乗継拠点である商業施設内に、

予約時間までの待ち時間を過ごせる待合

スペースを設置。ネット予約の促進に向け

たスマホ教室の実施など利用者の利用環

境・利便増進につながる取組を実施。

・ 隔月で当町、運営・運行事業者でミーティ

ングを開催。常時情報共有し、運行の改善

等に適宜対応。

・ 令和６年１０月の交通ネットワーク再編に

あたり、協議会で運行エリアの拡充等を

議題とし、実施計画作成に向け、協議を重

ね、実質化を高めた。

・ 新たな運行エリア（自治会）へ導入の説明

を行い、独自の意見等を総合的に判断し、

再編する運行計画に反映。



具体的な取組内容について３

★サービス継続実施計画策定に向けた協議 ★公共交通利用促進広報誌の作成

★ 路線バスの利用実績の分析

デマンド交通の運行に伴うバスネットワーク見直し路線である

杉生線（杉生系統）において、これまでに行った利用実態調査（ＯＤ、

利用目的、属性）及び交通系ＩＣカードデータをもとに、バス利用

実績の分析し、実施計画へ反映。

★ 実施計画の策定に向けた協議

杉生線（杉生系統）は通勤、高校の通学、買い物、通院など地域

生活に欠くことのできない移動手段であることから、維持・確保に

向けて関係機関・住民意見交換会（検討部会）による協議等を重

ね、住民（利用者）独自の意見等を総合的に判断し、公共交通実

施計画に反映し、且つ当該運行系統を維持する根幹となる

実施計画を策定。

・ 杉生線（杉生系統）含む当町の公共交通に関する利用促進パン

フレットを作成し、各公共施設や商業施設・全戸配布、またホーム

ページの公開等周知活動を実施することで、当町の公共交通の現

況等の認識を深めていただき、自分事として捉えていただくことで

公共交通利用・転換への意識向上を目的に実施。

⇑ 路線バスの利用実績の分析 公共交通利用促進広報誌（表紙）⇑

【目標達成に向けた主な取組内容】 ◆：フィーダー系統 ★：旅客運送サービス



実施結果・自己評価・改善点について４

◆ 実施結果 ◆ 自己評価 ◆ 改善点

【チョイソコ利用者数】

・ １０，８５８人（令和４年度）
１１，０３７人（令和５年度）

【キャッシュレス利用者割合】

・ 約３．５割 （令和５年度）※顔認証

約６．８割 （令和６年度）※ｷｬｯｼｭﾚｽ

に増加！

【スマホ予約者割合】

・ 約４割 （令和５年度）

※電話：７，６５１件 ネット：３，０３３件

【自治会説明会開催数】

・ ６回

・ チョイソコ利用者数は、令和５年度※と

比較し、阿古谷・松尾台地区で約6.7％、

全体で約1.4％増加したものの、大島地区

では、約15.8％減少した。

・ 収支率については、令和５年度※「11.3％」、

令和６年度※「17.6％」と6.3％上昇した（補

助金非考慮）。

⇒ 収支率については、計画に定める目標

値「25.0%」に達していないため、乗合率の

向上含め利用促進を図る。

※令和５年度＝R4.10～R5.9

令和６年度＝R5.10～R6.9

・ 多くの住民の移動の支えとなり、地域公

共交通計画に規定する生活圏内における

移動の利便性の向上に貢献しているもの

の、利用者が減少しているエリアもあるた

め、新規登録者の増加や乗合率の向上等

につながる各種取組を継続して実施する

必要がある。

また、運行計画の内容をブラッシュアップ

することに加え、利用促進に向けた取り組

みの実施を運営・運行事業者とともに検討

する。

⇒ 取組の１つとして令和６年１０月には

交通ネットワークの再編を行ったところ

である。

【目標達成に向けた主な取組内容】 ◆：フィーダー系統 ★：旅客運送サービス



実施結果・自己評価・改善点について５

★ 実施結果 ★ 自己評価 ★ 改善点

【利用実態調査】

・ 利用実態調査、住民意見交換会及

び協議会での協議を基に「地域公共

交通実施計画」を策定。

【杉生線検討部会の開催】

・ ５回開催

【住民意見交換会の開催】

・ ７回開催

・ 当該運行系統の見直しに合わせて、利用

実態調査（ＯＤ、利用目的、属性）及び交通

系ＩＣカードデータをもとに、バス利用実績

の分析。

そのデータを基に沿線住民（地区）との意

見交換会を開催することで、検討部会及び

協議会において、一定の見直しの方向性

を定めることができた。

・ 令和６年１０月から運行を開始し、住民意

見交換会を踏まえた見直し案におけるダイ

ヤで運行したものの、一部利用者のニーズ

に合っていないという声をいただく。

・ 見直し案における運行経費は、現況と比

べて２割程度減少が見込まれたものの、人

件費や燃料費の高騰により運行経費は増

加傾向にある。

⇒ 利用のしやすい路線（運行エリア）等に

向けて意見を集約し、随時協議会で継続

して議題として諮り、内容のブラッシュ

アップに加え、利便性の向上につながる

よう運行事業者とともに検討し、適切なコ

ストマネジメントを図る。

【目標達成に向けた主な取組内容】 ◆：フィーダー系統 ★：旅客運送サービス



工夫・苦労した点について６

【目標達成に向けた主な取組内容】 ◆：フィーダー系統 ★：旅客運送サービス

◆ フィーダー系統 ★ 旅客運送サービス

・ 令和６年１０月の再編の実質化に向け、その過程で住民との意見

交換会を重ねることで、住民の意見を可能な限り考慮し、路線の見

直しやそれに付随してデマンド交通やコミュニティバスの路線・エリ

アの見直しなどの検討を行った。

・ 利便性の向上策として、予約センターにおいて、スマホ教室を開

催し、ネット予約方法などを周知するなどイベント開催により、新た

な利用者の掘り起こしに努めた。

・ 隔月で当町・運営事業者・運行事業者でミーティングを開催し、常

時情報共有をすることで、運行の改善等に適宜対応した。

・ 新たに運行するエリアの自治会へ導入の説明を行い、自治会独

自の意見等を総合的に判断し、再編する運行計画の作成に反映し

た。

・ 当該運行系統の見直し検討を進めるにあたり、協議会の部会

として、交通事業者（バス事業者、タクシー事業者、デマンド交通事

業者）が参画する『杉生線検討部会』を設置し、見直し案の検討を

進めた。

・ 阪急バス杉生線については、平成３０年度の阪急バス株式会社

からの維持困難とする申し入れを受けて、北部地域では令和２年

度からデマンド交通を導入し、利便性を図ったが、定時定路線の要

望する住民の意見を踏まえ、当該運行系統の見直しに合わせて、

改めて地域住民との意見交換会を開催した。

・ 見直しを検討するため、利用実態調査（ＯＤ、利用目的、属性）及

び交通系ＩＣカードデータをもとに、バス利用実績の分析。当該デー

タを基に、見直しの方向性に反映し、検討部会及び協議会におい

て、方向性を定めた。



今後実施しようとしている取組について７

実施結果・自己評価・改善点から得られた課題

課題① 町財政負担額の増額

課題② 日常生活・通勤・通学利用者の減少

課題③ 乗合率の向上

昨今の公共交通を取り巻く課題

課題④ 日常生活における「移動」の問題

課題⑤ 運転士不足による路線バス等の休廃止

課題⑥ 利用者数がコロナ以前の水準まで回復していない

今後実施しようとしている取組

・ 住民・交通事業者の連携・協働を図る。

・ 随時利用実態調査を行い、利用実績を分析し、重複

する運行エリアを見直す。

・ モビリティ・マネジメント教育事業を実施し、公共交通

について、考えるきっかけづくりを実施。

・ 運行経費と運賃収入の格差の解消に向けた、運賃改定

及び広告収入事業の実施。

・ 運転士確保に向けた事業者との連携（広報）。



当町交通会議の取組について８

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

（月） ５ ７ １２ ２ ５ ７ １２ ２ ５ ７ １２ ２

事業の計画
（Plan）

事業の実施
（Do）

事業の評価
（Check）

事業の見直し
（Action）

猪名川町
地域公共交通会議

事業の実施

次年度事業検討 次年度事業検討 次年度事業検討

見直し・改善 見直し・改善 見直し・改善

事業の実施 事業の実施

検証・評価 検証・評価 検証・評価

報告 報告 報告

【目標達成に向けた計画の推進体制】

【協議会の実施状況（令和６年度）】

・令和６年５月３１日（第１回） 主な議題：杉生線地域旅客運送サービス継続事業 選定結果について

・令和６年６月１８日（第２回） 主な議題：令和７年度 地域公共交通計画認定申請について

・令和６年７月１９日（第３回） 主な議題：猪名川町地域公共交通計画 改定（案）について

・令和７年１月 ８日（第４回） 主な議題：地域公共交通維持改善事業に関する令和６年度事業評価(1次評価)について


